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本調査の概要 

 

本調査の背景と概要 

 

１．地域サプライチェーンに対する連携支援の必要性 

 

地域産業等のサプライチェーン上には、DX、サイバーセキュリティ、事業承継、人手不足等の潜在リ

スクがあり、中小企業はこれらリスクに加え、脱炭素、人権問題等の新しい価値観への対応が求められ

ている。これらサプライチェーン上の課題については、個社単位での対応が困難あるいは非効率であり、

課題解決に当たっては中小企業支援機関が有機的に連携し、それぞれの特性を活かした支援を行う必

要がある。 

 

※本調査における「地域サプライチェーン」とは、一般的な原材料の調達から製造、販売といった垂直の流れ

のみならず、個別企業の経済活動が、相互に強い影響を及ぼす企業群と定義する。 

 

 
（資料）中小企業庁「中小企業白書・小規模企業白書（令和５年４月）」 

 

 

２．地域サプライチェーンの支援事例調査と着眼点のとりまとめ 

 

当局では、神戸大学 家森信善教授を座長とした「地域サプライチェーンに対する新たな経営支援の

在り方検討会議」を設置し、地域サプライチェーンにおける 13 の取組事例についてヒアリング調査を実

施した。これら事例から、国や地域支援機関が連携し、地域サプライチェーンへの支援を実施するにあ
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たって必要となる要素を抽出し「地域サプライチェーン連携支援の着眼点」として取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランド化・後継者育成の取組事例            ボトルネック可視化の取組事例 

 

 

３．地域サプライチェーンへの支援体制の整備 

 

地域サプライチェーンの課題は多岐に渡り、支援にあたっては、各支援機関が連携し各々の持つ多

様なリソースを提供できる支援体制の構築、いわば支援機関が有機的に連携した「面的支援体制」の構

築が重要である。本検討会議やヒアリング調査を通じ、効果的に変革を遂げている地域サプライチェー

ンの共通点として、支援機関等が地域サプライチェーンの面的課題を抽出できたり、抽出された課題に

対して必要な支援リソースを提供できている点がある。 

地域サプライチェーンの支援の在り方として、地域サプライチェーンとの接点が多い支援機関等が地

域サプライチェーン全体を俯瞰し面的課題抽出の支援を実施、また様々な支援機関（よろず支援拠点、

事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会等）が課題解決に必要なリソースを提供し、効

果的に課題解決に取り組むことが有効と考えられる。 

当局では、本調査で作成した「地域サプライチェーン連携支援の着眼点」を活用しながら、国あるいは

地域の支援機関が一体となった地域サプライチェーンに対する支援体制を構築していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面的支援体制のイメージ図 
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本調査の実施方法 

 

（１）地域サプライチェーンの課題に対する対応事例ヒアリング調査の実施 

事例調査では、「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方の検討に資するため、当

局管内における地域サプライチェーンの面的課題（生産性、事業承継、カーボンニュートラル等）に対す

る自発的な取り組み事例や、それらの取り組みに対する、支援機関の支援等について、ヒアリング調査

を 13 事例実施した。 

 

（２）「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方検討会議の開催（2 回) 

 

（開催日程） 

     ・第 1 回：令和 6 年 1 月 5 日（金）15：00～17：00 

     ・第 2 回：令和 6 年 3 月 8 日（金）15：00～17：00 

 

（委員） 

     ・【座長】神戸大学経済経営研究所 グローバル金融研究部門 教授 

地域共創研究推進センター長 家森 信善 

     ・埼玉県商工会議所連合会 広域指導員                     黒澤 元国 

     ・京都北都信用金庫 常務理事                           足立 渉 

     ・独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 地域・連携支援部長  江﨑 伸哉 

     ・独立行政法人中小企業基盤整備機構 北陸本部 企業支援部長     大田原 良子 

     ・近畿経済産業局 産業部長                             細川 洋一 

 

（主な論点） 

（第１回検討会議：支援機関が連携した地域サプライチェーンの課題解決支援を視野に） 

① 個社単位で発見・対応が困難・非効率な面的課題を持つ地域サプライチェーンについて、

どのようなものが想定されるか。 

② 支援機関による地域サプライチェーンの面的課題解決支援にあたって必要となる要素（個

社支援とは異なるハードル）はどのようなものが想定されるか。（例：サプライチェーン側の

体制、サプライチェーン側の認識、サプライチェーンにおける産業発展可能性等） 

③ 地域サプライチェーンの面的支援にあたり、国・地域の各支援機関に求められる役割はど

のようなものが想定されるか。また、支援機関による地域サプライチェーンに対して、どのよ

うなアプローチが有効か。 

（第２回検討会議） 

① 「地域サプライチェーン支援にあたっての着眼点」について、ご意見いかがか？（また、支

援機関がサプライチェーン支援を実現するために必要な視点は他にあるか？） 

② 令和 6 年度以降に実施予定の「近畿地域における着眼点活用による支援体制の構築」の

支援体制はいかがか？支援体制を効果的に機能させるために重要なことは何か？ 

③ サプライチェーンへの面的支援に関して、今後、国に求められる役割は何か？（当局の今

後の方向性について） 
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１章 中小企業支援の現状 

 

１．中小企業を取り巻く環境 

 

中小・小規模事業者（以下、中小企業者等）は我が国経済において雇用の約 7 割、付加価値額の約

5 割を占め、その生産性の向上が地域経済に与えるインパクトは大きい。また、中小企業者等が地域コ

ミュニティの維持・発展に寄与している事例や、 中小企業者等 による良質な雇用の提供が地域の持続

性の向上に寄与している事例など、その活動が地域社会へポジティブな影響を与えている事例が多く存

在している。1 

2020 年以降の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、厳しい経営状況に陥った事業者に対しては、

事業継続支援の為に臨時・異例の手厚い事業者支援策が講じられたところである 。他方、この間にも、

経営者の高齢化、生産年齢人口の減少や国内市場全体の縮小、社会成熟に伴う需要飽和、循環経済

社会への対応、エネルギー・原材料価格高騰など中小企業者等を取り巻く環境は厳しさを増しており、 

中小企業者等はこれら構造変化への対応が求められている。 

2023 年度中小企白書 第 1 部の「第 1 章 中小企業・小規模事業者の動向」においては、「足下の業

況について、感染症流行前の水準に戻りつつある一方で、宿泊や交通など、業種によっては引き続き厳

しい状況が続いている」とあり、経営環境については、「物価高騰により、中小企業は収益減少等の影響

を受けているほか、人手不足も深刻な状況にある。こうした中で、設備投資額は増加傾向にあり、中小

企業は今後の投資に向けて、生産能力の拡大等を重視している」とあり、物価高騰や人手不足が厳しい

中でも、今後の各種投資へ向けた前向きな動向が見て取れる。2 

「第 2 章 激変する外部環境と中小企業の取組」においては、「感染症やカーボンニュートラルといっ

た構造変化の中で、デジタル化や事業再構築に取り組む中小企業の割合が増えているとともに、カーボ

ンニュートラルを好機と捉えて CO2 排出量の把握やイノベーションに取り組んでいる中小企業が一定数

存在している」とあり、新たな経営課題に取り組む姿勢も見て取れる。3 

 
中小企業白書・小規模企業白書概要（2023） 

  

 
1 中⼩企業庁「2022 年版⼩規模企業⽩書 」第 2 部第 2 章事例 
2 中⼩企業庁「2023 年度中⼩企⽩書」第 1 部「第 1 章 中⼩企業・⼩規模事業者の動向」 
3 中⼩企業庁「2023 年度中⼩企⽩書」第 1 部「第 2 章 激変する外部環境と中⼩企業の取組」 
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２．経営力再構築伴走支援（課題設定型支援） 

 

（１）「経営力再構築伴走支援ガイドライン」とは 

2023 年版中小企業白書の第 2 部第 3 章「中小企業・小規模事業者の共通基盤」においては、足下の

感染症や物価高騰、深刻な人手不足など、中小企業・小規模事業者は、引き続き厳しい状況にある中、

こうした先を見通すことが困難な時代において、個々の中小企業・小規模事業者の生産性向上等の前

提となる、価格転嫁・取引適正化やデジタル化といった社会的基盤が重要であることを強調している。 

また、支援機関は従来、事業者が抱える個々の経営課題に対し、その解決に向けた支援を実施して

きたが、足下では経営課題の設定段階から対話と傾聴を通じて本質的な経営課題に対する気付きを与

え、自己変革・行動変容を促す、「課題設定型」の支援も重要な手法の一つとなっており、その中で、経

営力再構築伴走支援（以下、「伴走支援」という。）の状況と可能性について述べている。 

こうした状況の下、中小企業庁では 2023 年 6 月に「経営力再構築伴走支援ガイドライン」を公表し、 

各支援機関に対し、事業者による本質的な課題認識の促進、内発的な動機付けによる事業者の潜在

力の発揮を側面支援することにより、経営者が事業環境の変化に合わせて自己変革を続ける力を付け、

企業と地域が持続的に成長する蓋然性を高めることを求めている。4 

 

  
中小企業庁「経営力再構築伴走支援ガイドライン」（2023.6） 

 

新型コロナウイルス感染症の流行による市場環境や国際情勢の変化、原料・エネルギー価格の高騰

等、中小企業を取り巻く環境は激変しており、今後も予測しない環境変化が起こり得る不確実性の高い

時代となっている。中小企業がこうした環境変化に柔軟に対応し乗り越えていくには、企業の経営力そ

のものを強化し、自らを変革させる「自己変革力」を高めていく必要がある。中小企業庁では、経営者と

の「対話と傾聴」を通じて経営者自身に本質的な課題への気付きを促し、自発的な行動を導き出して企

業の自己変革や自走化につなげる支援の手法として、「経営力再構築伴走支援」（以下、「伴走支援」と

いう。）を推進している。 

 

 
4 中⼩企業庁「経営⼒再構築伴⾛⽀援ガイドライン」（中⼩企業庁「経営⼒再構築伴⾛⽀援ガイドライン」（2023.6）第 2 章 
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経営力再構築伴走支援モデル 

 

これまでの取組として、伴走支援の全国への普及・拡大を図るため、商工団体や士業団体、金融機

関の団体等 15 の機関と連携して令和 4 年 5 月に「経営力再構築伴走支援推進協議会」が設立され、

様々な伴走支援の事例やノウハウの共有、伴走支援人材の育成、支援機関同士の連携等の取組を進

め、伴走支援の普及に向けた取組の横展開や、各機関同士の連携による支援体制構築など、活発な

取組が進んでいる。 

また、全国の地方経済産業局やよろず支援拠点等が伴走支援の実践に取り組んでおり、支援先企業

の中には、組織や制度の改革により社員の自発性が向上した結果、生産性が上がり、利益率が大幅に

増加した企業もあり、伴走支援の成果が表れ始めているともいえる。 

伴走支援の全国への普及・展開を更に推進していくため、全国での伴走支援の実践から得られた支

援事例、支援ノウハウ、知見を抽出・形式知化した支援ツールを開発し、全国の様々な支援機関への共

有を図る、以下の取組を実施予定である。 

 

① 「伴走支援プラットフォーム（オンライン）」の構築 

伴走支援の更なる普及・浸透と支援者のスキル向上を図ることを目的として、オンライン上にプラット

フォームサイトを構築。全国の支援者が支援事例やノウハウに関する情報を収集・共有できることに加

え、支援者同士で情報交流を行うことのできる共通基盤として機能することを目指す。 
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② 「伴走支援ガイドライン（手引書）」の作成 

伴走支援の具体的な進め方や支援手法、留意点などを事例も交えて取りまとめ、商工団体や中小企

業診断士・税理士等の士業、金融機関担当者などの伴走支援の取組を行う支援者に向けて、伴走支援

の実践を促すとともに、実際の支援現場における手引書として活用できるガイドラインを作成。中小企業

大学校等における伴走支援に係る研修教材とすることも想定している。 

ちなみに、当ガイドラインにおける「経営力再構築伴走支援モデル」の理論的な柱となったのは、組織

開発の研究者であるアメリカの心理学者、エドガー.Ｈ.シャインが提唱した「プロセス・コンサルテーション」

の考え方である。 

この「経営力再構築伴走支援」は、当ガイドラインにおいては以下のように説明されている。 

「経営者との対話と傾聴を通じて、事業者が抱える本質的な課題に気づくよう促し、内発的な動機づけに

より事業者の潜在力を発揮させ、課題解決に至るよう側面的に支援するものである。具体的には、企業

に繰り返し訪問し、経営者との徹底した対話と傾聴を通じて、企業の課題設定や課題解決に向けた様々

な障壁と施策を共に考えることで、経営者自らが変革の道筋を立てることを支援するものである。この大

きなねらいは、支援期間中の企業の一連の取組を一過性の取組とさせず、企業が事業環境の変化に合

わせて自ら変革を続けていける力を付けることで、企業と地域が持続的に発展できる蓋然性を高めるこ

とにあります」 

2023 年版中小企業白書第 2 部第 3 章「第 3 節支援機関における能力向上と連携、経営力再構築伴

走支援」においては、「中小企業支援機関においては、各々で支援件数や対応できる経営課題に違い

が見られる。経営力再構築伴走支援は全国的に取組が進展しているが、より支援の効果を高めるため

にも、支援ノウハウの蓄積や支援機関内の相談員の能力向上が必要である」とあり、活用が期待されて

いる。 

 

 

３． 国が設置する支援機関（課題解決型支援） 

 

中小企業支援機関の現状は、2023 年版中小企業白書においては、「第 2 部 変革の好機を捉えて成

長を遂げる中小企業 第 3 章 中小企業・小規模事業者の共通基盤 １．支援機関による支援の現状」

に詳しいが、「伴走支援」をキーワードに、様々な試みがなされている。5 

中小企業庁は、事業承継や過剰債務、販路拡大など顕在化した課題を抱える事業者に対し、事業承

継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会、よろず支援拠点など支援窓口を都道府県単位で設

置し課題解決型の対応を行っている。 

また、特に成長志向にある事業者に対しては、官民合同支援チームが経営者に課題設定型の伴走

支援を実施するなど、内発的な動機付けによる自走的成長の側面支援を行っている 。 

他方、地域サプライチェーンの支援にあたっては、内在するリスク及びその影響度を把握するため、

サプライチェーン全体の構造の俯瞰や可視化が必要だが、その支援手法には検討の余地を残している。 

また、地域サプライチェーンと密接な関係にある 自治体や地域支援機関（金融機関、商工会等） と

多様な支援リソースを有する 国支援機関（事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会、

よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構等） による有機的な連携は、地域サプライチェーンの可視化

から面的課題の解決に至る一連の支援において大きな効果を挙げることが期待され、地域サプライチェ

ーンに対する支援の在り方について検討が必要である。 

 

 

 
5 中⼩企業庁「2023 年版中⼩企業⽩書」第 2 部「第 3 章中⼩企業・⼩規模事業者の共通基盤」 
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（１） よろず支援拠点 

地域の支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者が抱える経営課題に対応するワンストップ 

相談窓口として、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置。 

経営コンサルティング、IT やデザイン、知的財産等の様々な分野の専門家が中小企業・小規模事業

者等が抱える様々な経営課題の相談に無料で対応。経営課題が明確でない中小企業・小規模事業者

等に対しても、経営課題の分析、的確な支援機関の紹介、複合的な課題へのチーム支援等を行ってい

ます。 

 

（２） 中小企業活性化協議会 

都道府県ごとに設置された中小企業活性化協議会及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に設

置された中小企業活性化全国本部においては、常駐する専門家が再生に関する相談を受け付け、助言

や再生計画の策定、金融機関等との調整などの支援を行っている。 

 事業再生に関する知識と経験を持つ専門家が常駐し、増大する債務等により経営状況が悪化してい

る中小企業者の収益力改善、事業再生及び再チャレンジの幅広い相談に対して、課題解決に向けた適

切なアドバイスを実施。また、相談案件のうち、財務や事業の見直しが必要な企業については、常駐専

門家（必要に応じて、中小企業診断士、公認会計士、税理士、弁護士等の外部専門家と個別支援チー

ムを編成）が計画策定を支援。計画策定支援にあたっては、政府系金融機関、信用保証協会等の関係

機関と連携を図りながら、公正中立的な立場で金融機関などの関係者間の調整を支援。 

 

（３） 事業承継・引継ぎ支援センター 

事業承継の悩みや後継者不在の悩みを抱える中小企業者等に対して、事業承継計画の策定支援、

専門家派遣、マッチング支援等を行う。 

中小企業者等の円滑な事業承継・引継ぎを促進するため、各都道府県に設置された「事業承継・引 

継ぎ支援センター」が課題解決に向けた相談対応、事業承継計画の策定支援、専門家派遣、マッチ 

ング支援等を行っている。 

 

 

４．支援機関連携の必要性 

 

中小企業・小規模企業の支援を担う支援機関は、幅広い経営相談に対応するものから専門的な分野

の相談対応をする者まで様々であり、支援機関によって、「一人当たりの支援件数」や「単独で対応でき

る経営課題」には違いが見られる。支援機関が単独では対応できない経営課題については、支援機関

同士で連携して支援することの有効性も確認されている。他機関との連携においては、連携相手となる

他機関に対する理解度が高いほど効果的な連携を実施できることや、各相談員の支援能力を対外発信

することが他機関からの理解につながり、連携が促される可能性が示されている。 

例えば、商工会がよろず支援拠点と連携して支援を行うことで、事業者の課題解決と自機関の支援

能力向上につなげているような事例も紹介されている。支援機関が支援ノウハウを蓄積し、支援能力の

向上を図ることや、相談員同士で連携すること、組織として支援計画の策定・見直しを行うことで、事業

者の経営課題をより解決することができる可能性があり、また、支援機関には経営課題ごと、支援機関

ごとに強みと弱みがあり、単独での支援には限界もある。 

こうした現状を踏まえつつ、支援機関における支援実績や取り組み等の見える化を進め、支援機関同

士の連携・切磋琢磨を促していくことが重要である。 
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支援機関連携の必要性 （2023 年版中小企業白書・小規模企業白書概要より） 

 

 

 
支援の質の向上、連携支援の事例 （同上） 
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２章 サプライチェーンが抱える課題対応の必要性 

 

１．地域サプライチェーン上における様々な課題 

 

国内外情勢等の変化に伴い、サプライチェーンを取り巻く環境は大きく変化している。サプライチェー

ンの毀損、崩壊の危機に陥る地域産業が多数存在。地域サプライチェーンの存続、成長には、生産性

向上、事業承継、BCP、サイバーリスクといった課題や新たな価値観（カーボンニュートラル、循環経済、

SDGs 等）への対応など「変革」が強く求められている。 

ある産地では、産地全体の売上げの減少や経営者の高齢化・後継者不足、人材・人手不足、下請構

造による発信力の弱さ等の課題が顕在化すると共に、製品種別毎に異なる製造工程のため、サプライ

チェーン内の 1 社の退出が代替できず、川上・川下へ大きな影響を与えた事例がある。 

 

 

 

中小企業は雇用の 7 割、付加価値の 5 割を占める分厚い構造ゆえ、マクロ経済、サプライチェーン構

造変革へのインパクトが大きく、新たな価値観、リスクへの対応は、地域サプライチェーンが鍵になるとも

いえる。地域サプライチェーンが抱える面的課題を確認する。 

 

 

（１） 事業承継 

一部の中小企業・小規模事業者の事業承継問題が、地域サプライチェーン全体に影響を及ぼす可能

性があり、自社には事業承継には問題がなくとも、製造工程を担うサプライヤーの廃業が、サプライチェ

ーン全体を毀損してしまうケースがある。地域雇用やサプライチェーン維持のため、地域金融機関が廃

業の可能性がある事業者を第三者に繋ぐ役割を担っている例も存在する。 

中小企業の事業承継問題が産業集積・サプライチェーンに与える影響は大きいが、その対策として、

地域金融機関による M＆A を活用した事業承継支援も一般化している。M＆A の相手先企業を見付け

たきっかけでは、相対での M＆A の実施も多いものの、「第三者から相手先を紹介された」が一定割合を

占めている。そうした第三者としては、金融機関や仕入先・協力会社、専門仲介機関が多く、M＆A の推

進に当たり一定の役割を果たしている。 

各地域金融機関は取引先に対する経営支援メニューを充実させているが、事業承継支援はその中で

も地域金融機関が最も注力している支援メニューの一つであり、事業承継・引継ぎ支援センターとのさら

なる連携も期待される。 

 



12 
 

 
2022 年版中小企業白書 

「金融機関から受けたことがある経営支援サービスと金融機関に期待する経営支援サービス」 

 

 

（２） 生産性向上 

グローバル化、脱炭素化、人権問題対応等によりサプライチェーンも複雑化し、また、感染症や自然

災害等によるサプライチェーン混乱のリスクも増大し、生産性向上が課題となっている。地域サプライチ

ェーンにおける生産性向上のカギとして、調達や生産に係るリードタイムの短縮や、サプライチェーンの

強靭化（レジリエンス）が挙げられる。 

生産性の向上には「デジタル技術」の活用可能性が高く、サプライチェーンの中でも、特に消費財サプ

ライチェーンにおいては、多品目、小ロット、多頻度、短時間、高精度、高鮮度の商品供給が行われてお

り、小売側は機会ロスの回避を求め、また製造側も売上確保を追求することから、製・配・販の各プレイ

ヤーが過剰に商品を供給・発注する傾向があり、返品や廃棄ロス、ディスカウント販売（価格破壊）、環

境負荷の増大などが生じ、サプライチェーンの非効率を生み出している。 

※ 以下の図では、主たるデジタル技術について、サプライチェーンの 3 プロセス（コミュニケーション、オペレーション、ロ

ジスティック・ネットワーク）ごとに、適用可能領域を俯瞰的に整理。 

 
令和 4 年度 流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 報告書 

令和 5 年 3 月 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 
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（３） カーボンニュートラル 

近年、自社の脱炭素だけでなく、原材料製造時や製品使用時等も含めたサプライチェーン全体でのカ

ーボンニュートラルを目指すグローバル大企業が増加。中小企業でもサプライチェーン上や金融機関か

ら排出量の削減対応を迫られる動きが加速している。 

2050 年カーボンニュートラルや 2030 年度の削減目標を実現するためには、大企業のみならず中小企

業も脱炭素化を進めていくことが必要であり、そのためには中小企業支援機関のサポートが不可欠であ

ると考えられる。 

 脱炭素化に向けた取り組みが求められる中、事業者自らの排出だけでなく、原材料調達・製造・物流・

販売・廃棄等、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量を指すサプライチェーン排出量が重

視されている。下図は、サプライチェーン排出量を、企業の排出量の算定・報告基準の 1 つとして各国で

採用されている GHG プロトコルをもとにしている。数式で、サプライチェーン排出量＝Scope1 排出量＋

Scope2 排出量＋Scope3 排出量と表すことができるが、Scope3 を含めたサプライチェーン排出量の算

定、削減を求める動きが各国で高まっている。 

 

グリーン・バリューチェーンプラットフォーム サプライチェーン排出量 概要資料（環境省） 

 

 

（４） 人権対応 

ビジネスと人権の国際的フレームワークとして、様々な国際機関（ILO や OECD 等）のガイドライン等

が存在し、サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備が求められている。日本企業に

おいても「人権方針の策定」「人権デュー・ディリジェンス」等が普及し、地域サプライチェーンにおいても

対応が求められている。 
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２．新たな価値観への対応の必要性 

 

現在、中小企業に起きている変化として、「経営者の交代による挑戦・変革志向の強化」「近年の技術

革新による中小企業の成長機会拡大」「変化を意識しやすく、社会課題解決を起点とした新規事業が創

出されやすい環境」といった変化も挙げられているが、それらは、中小企業による「新たな価値観」への

対応の好機ともいえ、サプライチェーン上の新たな価値観・リスクへの対応は、地域サプライチェーンの

変革の鍵と言える。 

例えば、「カーボンニュートラル」について注目すると、近年、サプライチェーン全体でのカーボンニュー

トラルを目指して取り組むグローバル大企業が増加しつつあり、取引先から脱炭素化の方針への準拠を

求められる中小企業が、今後も現れる可能性がある。その他、サイバーセキュリティや経済安全保障等、

サプライチェーンで協働して解決すべき様々な課題が新たに生じており、今後一層中小企業も変化を迫

られ、対応が求められると考えられる。 

 
GX やサプライチェーン全体の課題の表出により転換を迫られる中小企業経営 

（中小企業の成長経営の実現に向けた研究会 中間報告書 2023 年 6 月 22 日） 

 

各国政府・投資家等は、カーボンニュートラル、循環型経済社会（サーキュラーエコノミー）、デジタル、

人権含む SDGs 等の新たな価値観への転換や、それに伴う産業構造の転換に対応する取組を進めて

おり、日本の産業界もこれらの転換への対応が迫られている。社会の成熟化に伴う需要飽和、デジタル

化や新たな価値観への転換（SDGs の重視等）に伴い、消費者ニーズの多様化・個別化も進むことで、

コモディティ需要は減退する一方、顧客のニーズを捉え、独自の付加価値を有する商品・サービスが層、

需要を獲得する方向に変化している。 

世界と日本の構造変化は、特に成長志向の中小企業・小規模事業者自身が自己変革に挑戦し、成

長する好機であるとも、中小企業・小規模事業者に期待が高まる時機でもある。6 

 

 
6 第 35 回中⼩企業政策審議会総会資料「激変する世界・⽇本における今後の中⼩企業政策の⽅向性」より 
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第 35 回中小企業政策審議会総会資料「激変する世界・日本における今後の中小企業政策の方向性」より 

 

 

３．サプライチェーン全体での課題対応の必要性 

 

「2023 年版ものづくり白書概要」（令和 5 年 6 月）によると、「製造業を取り巻く環境変化」や「製造業の

ビジネス環境の変化」からの、「サプライチェーンの各種課題については、サプライチェーン全体での課

題対応が必要である」旨が述べられている。 

 

（１） 製造業を取り巻く環境の変化 

製造業を取り巻く近年の環境の変化として、 

(1) ロシアによるウクライナ侵攻等による国際情勢の不安定化に伴う、サプライチェーン寸断リスクの高

まり 

(2) 脱炭素の実現に向けた世界的な気運の高まり 

(3) 約 11 万人の人手不足、原材料やエネルギー価格高騰に伴う生産コスト削減・適正な価格転嫁の重

要性増加 

等がある。対応策として、 

① 迅速な生産計画の変更・資源の再配分によるサプライチェーンの強靭化・生産能力の安定的確保 

② サプライチェーン全体のカーボンフットプリントの把握 

③ 省人化・自動化による生産性の向上・省エネ化 

等の取組みが重要となるが、それらの対応は「個社単位での対策が困難・非効率」なため難しく、「デ

ジタル技術による、サプライチェーンに係る事業者全体の取組の可視化・連携が重要」であるといえる。 

（２） 製造業のビジネス環境の変化 

製造業のビジネス環境の変化としても、 

(1) 製造に関わる全ての工程を標準化・デジタル化し、サービスとして製造事業者に販売するビジネス

モデルの誕生。 

(2) そのサービスを活用して、生産性・エネルギー効率性の向上を実現する製造事業者の登場 
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等がある。対応策として、 

① データに基づきサービスを改善し、顧客との関係の長期化、利益獲得手段を多様化 

② 市場調査・企画から製造・物流・販売までの一連のプロセスを最適化し、競争力を強化 

等の取組みがなされているが、これらも「サプライチェーンに係る事業者や消費者が、お互いにデータ

を共有」できるようになったため、サービス事業者、製造事業者、消費者の利益向上を実現」できたと言

える。 

このように、現場の強みを活かしつつ、「サプライチェーンの最適化」に取組み、競争力強化を図ること

が必要である。なお、いわゆる GX の実現にも DX は不可欠となるが、DX に向けた投資の拡大・イノベー

ションの推進により、生産性向上・利益の増加につなげ、所得への還元を実現する好循環を創出するこ

とが重要である。 

 

 

４．地域サプライチェーンに対する新たな経営支援の在り方 （面的伴走支援） 

 

「新たな価値観への転換に伴う供給・需要構造の変化」、「地政学リスクの増大」 などの中小企業・小

規模事業者を取り巻く情勢の変化に伴い、これらに対応した 「サプライチェーンの構造改革」 が求めら

れている。  

地域サプライチェーン内の個別の中小企業・小規模事業者への支援に関しては、各支援機関が連携

しながら伴走支援などを実施してきた。一方、地域サプライチェーンとして抱えるボトルネックについて、

適切に整理、効果的な支援ができていない場合がある。 

そのため、支援機関による「新たな経営支援」のあり方として、個社支援だけではなく、各工程を担うプ

レイヤーからは視認することが難しいような、地域サプライチェーンを俯瞰する視点での「面的課題」を抽

出し、課題解決に必要なリソースを組み合わせた上で効果的な支援が実施できる体制が必要と考えら

れる。 

具体的には、地域支援機関等が地域サプライチェーンに対し、本質的な面的課題に関する気づきを

与え、地域サプライチェーンの様々なプレイヤーの変革意識を醸成していくことが必要である。その上で、

設定された解決すべき面的課題に対して、１章３．に記載の「課題解決型」の支援機関が課題解決に不

足する支援リソースを提供していくようなスキームが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「課題設定型」の伴走支援                 「課題設定型×課題解決型」の面的伴走支援 
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３章 地域サプライチェーンの自発的な取り組みや支援事例 

 

１． 地域サプライチェーンの課題に対する対応事例（当局管内 13 事例） 

 

事例調査では、「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方の検討に資するため、近

畿経済産業局管内における地域サプライチェーンの、面的課題（生産性、事業承継、カーボンニュートラ

ル等）に対する自発的な取り組み事例や、それらの取り組みに対する、支援機関の支援等について、ヒ

アリング調査を 13 事例実施した。 

 

 
ヒアリング先一覧 

 

支援事例名
解決した課題（生産
性・事業承継・サイ

バーBCP等）
ヒアリング先

1 播州刃物のブランド化と後継者育成（合同
会社シーラカンス食堂による支援）
～組合から要請を受けて刃物ブランド化と
同時に後継者育成の仕組みを構築～

生産性・人材育成 ①小野金物卸商業組合
②シーラカンス食堂

2 鯖江眼鏡産業のSC強化の取組
～産地検討委員会によるSCボトルネック
の可視化～

生産性 ①（一社）福井県眼鏡協会
②産地検討委員会メンバー（増永眼鏡㈱）
③福井県よろず支援拠点
④中小機構北陸本部

3 サプライチェーン事業承継（関西精機㈱×
㈲川崎鉄工所）
～金融機関が橋渡し役となり承継センター
と連携支援することによりSC維持が実現
～

事業承継 ①川崎鉄工所
②大阪信用金庫
③大阪府事業承継・引継ぎセンター

4 サプライチェーン事業承継（㈱古西商店）
～事業者の経営革新とサプライチェーン維
持を同時に実現～

事業承継 ①古西商店
②兵庫県信用組合

5 京菓子（㈱上尾製菓）
～サプライチェーン崩壊から伝統の京菓子
を守れ～

生産性 ①㈱上尾製菓
②京都府商工会連合会

6 京都銀行
～外部企業と連携し、地域企業の脱炭素
経営を支援～

脱炭素 京都銀行

7 航空機部品製造5社による5社会結成（ ㈲
田中工作所）
～関西航空機産業プラットフォームNEXT
航空機産業ものづくり革新分科会～

BCP 有限会社田中工作所（五社会幹事社）

8 泉州タオル
～組合と行政がタッグを組み、サプライ
チェーンの維持へ～

人手不足 ①大阪タオル工業組合
②泉佐野市役所

9 丹後織物
～伝統的技術の承継と産地企業の製品開
発支援～

ブランド化・人材育成 丹後織物工業組合（TANGO OPEN CENTER）

10 豊岡鞄のブランド化と人材育成（アルチザ
ンスクール開校）
～組合が行政と連携して職人養成学校を
立上げ、人材不足と後継者育成に対応～

ブランド化・人材育成 ①（一社）豊岡鞄協会、兵庫県鞄工業組合
②アルチザンスクール
③豊岡市役所

11 高野口パイル（㈱岡田織物、妙中パイル織
物㈱ ）
～サプライチェーン崩壊の危機を乗り越
え、新商品開発～

・分業体制から一貫
体制へ
・新商品開発

①㈱岡田織物
②妙中パイル織物㈱
③紀州繊維工業協組合
④高野口町商工会

12 ESG×プラスチックリサイクル産業（㈱近江
物産）
～EU自動車規制を追い風に高付加価値化
を図り、サーキュラーエコノミーにおけるSC
の実現へ～

ESG、サーキュラーエ
コノミー（資源循環）

①㈱近江物産
②㈱吉川国工業所

13 芦原温泉（ホテル八木）
～芦原温泉のあらゆるものをデータ化し、
マーケティングに繋げる取組み～

生産性 ホテル八木
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２． 事例調査から得られたこと 

 

それぞれの案件からは、地域のリーダーやキーパーソンが、自ら単独では解決できない面的課題に

対し、関係者との連携のもと解決に取り組んでいる現状が伺える。それらの現状からは、面的課題の可

視化や、リーダーやキーパーソンの役割の重要性を知ることができ、「地域サプライチェーン」に対する

新たな経営支援の在り方を探るためのヒントがあると考える。 

 

事例調査から「地域サプライチェーン」の維持・変革に必要なプロセス・要素を整理する。 

 

（１）サプライチェーン上の面的課題への気づき 

サプライチェーンの変革を進めるためには、サプライチェーン上の面的課題に対して、誰かが「気づく」

こと。 

 

（２）サプライチェーン上の面的課題（ボトルネック）の可視化 

サプライチェーン上の面的課題を可視化していくためには、サプライチェーンの関係者を巻き込み、推

し進めることのできるサプライチェーン上の現状に対して強い問題意識を持った「キーパーソン」が存在

する。 

サプライチェーン上の面的課題を可視化し、面的な課題として関係者間で問題意識を共有する、ある

いは合意形成が行える場の存在（地域において効果的な「サプライチェーンの課題発見の装置」の仕組

みとしての構築）。 

面的な課題を関係者間で認識共有するだけではなく、解決に向けて「動く仕組み」として関係者間で

確立する必要性（ディスカッションで終わるのでは無く、アウトプットに繋げる体制）。 

 

（３）可視化された面的課題（ボトルネック）の解決 

可視化されたサプライチェーン上の面的課題（ボトルネック）、あるいはサプライチェーンの維持・変革

を進めるキーパーソンに対して、課題解決に結びつけられる様々なリソースを提供できる体制。 

 

上記の整理からサプライチェーンへの支援の在り方として、（１）から（３）の要素を踏まえ、地域支援

機関と国の支援機関が効果的に支援リソースを提供することが求められる。具体的には、サプライチェ

ーンのボトルネックとなる面的課題に支援リソースを集中投入できる体制づくりが必要である。キーパー

ソンへの支援はもとより、地域サプライチェーンへの面的伴走支援の在り方について検討が必要である。 
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４章 地域サプライチェーンに対する支援の在り方 

 

１． 地域サプライチェーンの変革（支援）に必要な要素・機能について 

 

地域サプライチェーンを取り巻く環境は大きく変化しており、近畿管内においても地域サプライチェーン

の毀損等に陥る地域産業が多数存在している。２章で記載の通り、地域サプライチェーンの存続、成長

には、第生産性向上、事業承継、BCP、サイバーリスクといった課題や新たな価値観（カーボンニュート

ラル、循環経済、SDGs 等）への対応など「変革」が強く求められているが、地域サプライチェーンの変革

のためには、どのような観点で支援をすべきかが整理されていない。 

本調査では、①「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方検討会議、②地域サプライ

チェーンの自発的な取組等に対して実施したヒアリング調査（３章記載）を踏まえ、地域サプライチェーン

が変革（支援）するために必要な要素・機能等を整理した。 

 

（１）「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方検討会議（主な意見） 

巻頭「本調査の概要」に記載している有識者で構成された検討会議にて、「地域サプライチェーンの面

的支援にあたり必要となる要素」、「地域サプライチェーンの面的支援にあたり、国・地域の各支援機関

に求められる役割」などについて議論した。地域サプライチェーンの変革に必要な要素等に関して、委員

の主な意見は以下の通りである。各委員からは、地域サプライチェーンが変革を遂げるためには、地域

サプライチェーンのどこに潜在リスクがあるかがわからないため、「サプライチェーンの可視化」が重要で

あるといった意見や、地域サプライチェーンの本質的な課題を把握し、個社ではなく周囲を巻き込んだ面

的課題解決の取組へと昇華させていくための「キーパーソン」の存在の重要性などが言及された。 

 

【検討会議における委員意見抜粋（第 1 回、第 2 回）】 

 個別企業の支援と比較して、サプライチェーン自体を支援する難しさがどこにあるかというと、1 つ

はサプライチェーン全体の情報が見えていないという情報の難しさがある。 

 サプライチェーンの上流の方で大きな問題が起きていても、下流でその問題を把握できていない

ことがある。例えば、急に特定商品の仕入れができずに次の生産ができないでいるところ、それ

を知らないまま別のところで増産の計画を立ててしまうような事例もある。サプライチェーン全体で

情報共有ができる仕組みは、需要予測の精度を上げていく意味で必要になると思う。 

 サプライチェーン全体の「可視化」が面的課題の抽出のためには重要である。また、地域サプライ

チェーンにシンクタンク的な機能が存在し、広い視座でサプライチェーンを視れることが重要。 

 なぜサプライチェーンを大事にしていく必要があるのか、事業者だけではなく、金融機関など地域

機関もその意義をしっかり認識し、面として取り組んでいく必要がある。 

 ある業界団体（地域サプライチェーン）では、ものづくり経営者が集まっているが、あるキーパーソ

ンが会長に就任してから、自分より若い人材しか会にいれないという大胆な改革を行っている。そ

の結果、会員数が増える、毎月勉強会や研修を積極的に行うなどの効果が出ている。 

 サプライチェーンの変革・支援を進めていく上で、ステークホルダーの合意形成が非常に難しい

場合がある。様々な利害が絡む関係を調整し、変革を牽引する本質的な面的課題を理解してい

る「キーパーソン」の存在が重要になる。リーダーシップを取るキーパーソンを発掘し、サポートし

ていくことが重要。 

 サプライチェーンの変革を進めていくためには、いかに面的課題解決について動く仕組みを作る

かが重要だと思う。そのため、サプライチェーンに対して支援する際は、サプライチェーンを構成

する企業の共通課題を解決していく視点が必要。 

 支援対象となるサプライチェーンを選定する際は、「地域にリーダーがいるか」、あるいは関係す

る「支援機関の積極性」などによって結果が変わるため、この点も考慮する必要がある。 
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（２）地域サプライチェーン支援のロールモデル（ヒアリング調査：鯖江眼鏡）※3 章にも掲載 

支援体制の在り方としては、３章に記載しているヒアリング調査を実施した「鯖江眼鏡産業」の事例が

特に参考になる。本事例は、地域サプライチェーンにおけるボトルネックの可視化等を「産地検討委員会」

という産地内の事業者及び支援機関の組織体が担っている事例である。本委員会では、「製品への価

格転嫁」、「ロボット化」、「部品規格の統一化」など産地が抱える様々な課題の深掘りを実施することで、

地域サプライチェーン全体の面的課題を抽出するための仕組みとなっている。 

本委員会の参加メンバーとして、鯖江眼鏡産地の主要な完成品メーカー14 社、支援機関として中小

機構（北陸本部）、福井県よろず支援拠点などが参画し、産地全体の課題解決の検討を行う場として、

2022 年に組成し、月 1 回のペースで開催されている。上記の完成品メーカー14 社をはじめ、会議の議

題テーマに応じて、下請会社も検討メンバーに参画させるなどしながら、産地全体で生産性向上を図っ

ている。 

また、地域サプライチェーン上の事業者や地域支援機関のみならず、よろず支援拠点や中小企業基

盤整備機構（北陸本部）が参画し、課題を発掘、深掘りするだけではなく、様々な支援リソースを提供で

きる体制を組むことで、課題解決に繋げやすい仕組みを構築している。 

地域サプライチェーンの「可視化」、「面的課題の抽出」、「地域サプライチェーン内の各プレイヤーに

対する変革意識の醸成」、「解決策の検討・実行」を様々な関係者を巻き込み、解決に向けて「動く仕組

み」として構築している事例であり、他サプライチェーンの支援に際しても参考になる事例と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産地検討委員会の概要 
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２． 支援機関のための「地域サプライチェーン連携支援の着眼点」のとりまとめ 

 

上述の「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方検討会議」や本章（２）に記載の鯖

江眼鏡産業の事例を含めた地域サプライチェーンへのヒアリング調査（13 事例）を踏まえ、国や地域支

援機関が連携し地域サプライチェーンへの支援を実施するにあたって必要な観点として「地域サプライ

チェーン連携支援の着眼点」をとりまとめた。 

地域サプライチェーンを支援していく際に、以下のような観点が重要になると考えられる。 

 

「地域サプライチェーン連携支援の着眼点」 

1．支援対象の特定 

 支援の対象となる地域サプライチェーンの特定ができているか 

支援対象となる地域 SC を特定する際に、当該産業の毀損が地域に与える影響度を考慮

した上で、特定することが重要となる。 

また、支援対象となりうる地域 SC において、変革を牽引するリーダーの存在の有無や連携

が想定される地域支援機関の姿勢（積極性）などが、効果的な面的支援実施の成否に影響

を与えるため、これらの要素も考慮し、支援対象を特定していくことが重要である。 

 

2．地域サプライチェーンの可視化 

 地域サプライチェーン企業群のサプライチェーン構造が把握できているか 

地域 SC に内在する潜在リスク及びそれが全体に与える影響度の掌握には、地域 SC 全体

の構造の俯瞰・可視化が必要である。全体が可視化された地域 SC を俯瞰することで、SC

上のどこに解決すべき面的課題があるのかを検討していく。しかしながら、地域 SC 構造の

全体を可視化することが実際は困難なケースもあり、その場合は、当該地域 SC の本質的

課題を把握している機関・キーパーソン等の存在を確認することが必須。 

 

3．共通課題（面的課題）の抽出 

 地域サプライチェーンの構成員に共通する課題（面的課題）を抽出する仕組み（機会）はある

か 

 地域サプライチェーンの本質的な面的課題について、SC 関係者で共通認識はあるか 

地域 SC の面的課題を抽出する際、地域 SC の面的課題を普段の取引等の経験の中で各

ステークホルダーが暗黙知的に理解しているケースがあるが、地域 SC 全体の理解としての

形式知（可視化）にしていく必要がある。 

また、面的課題の抽出に際しては、明確なコンタクトポイント（ステークホルダー間で合意形

成を実現しつつ、面的課題を抽出する場）の存在が重要であり、地域 SC 内の仕組みとして

このような場作りが必要である。場合によっては、地域 SC 内だけではなく、地域 SC 外の機

関が本質的な面的課題を抽出するケースもあり、当該地域 SC に関連する支援機関のみな

らず、あらゆる支援機関が面的課題の掘り起こし等を実施できる可能性がある。 

地域 SC 全体の課題解決に繋げるためには、解決すべき面的課題の設定は、当該課題解

決が地域 SC の構成する各企業にメリットになる観点が重要である。 

 

4．変革意識の醸成と解決策の検討 

 地域サプライチェーンの企業群がサプライチェーン構造等の変革の必要性を理解しているか 

 変革の必要性を感じ、地域サプライチェーン企業群自ら自発的な動き（解決策の検討）があ

るか 
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３． 地域サプライチェーンに対する支援の在り方 

 

地域サプライチェーンの課題は多岐に渡り、支援にあたっては、各支援機関が連携し各々の持つ多

様なリソースを提供できる支援体制の構築、いわば支援機関が有機的に連携した「面的支援体制」の構

築が重要である。「地域サプライチェーン」に対する新たな経営支援の在り方検討会議」や地域サプライ

チェーンの自発的な取組等に関するヒアリング調査を通じ、効果的に「変革」を遂げている地域サプライ

チェーンの共通点として、支援機関等が地域サプライチェーンの面的課題を抽出できていたり、抽出され

た課題に対し、必要な支援リソースを提供できている点がある。 

地域サプライチェーンの支援の在り方として、地域サプライチェーンとの接点が多い支援機関等が地

域サプライチェーン全体を俯瞰し面的課題抽出の支援を実施、また様々な支援機関（よろず支援拠点、

事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会等）が課題解決に必要なリソースを提供し、効

果的に課題解決に取り組むことが有効だと考えられる。 

近畿経済産業局では、本調査で作成した「地域サプライチェーン連携支援の着眼点」を活用しながら、

国あるいは地域の支援機関が一体となった地域サプライチェーンに対する支援体制を構築していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面的支援体制のイメージ図 
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